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香取市交通安全対策会議 



 



 

ま　え　が　き 

 

 

本市では、交通安全の確保に関する基本理念・施策等を定め、市民の安全で快

適な生活の実現を図るため、平成 18 年 3 月に香取市交通安全条例を制定しまし

た。 

さらに平成 19 年 12 月には「交通安全都市」を宣言し、交通安全対策の推進に

取り組んできました。 

近年、本市における交通事故発生件数については緩やかな減少傾向にありま

すが、事故そのものを撲滅させることが求められています。交通事故の防止は、

国、県及び市、並びに警察等の交通関係機関・団体のみならず、市民一人ひとり

が総力を挙げて取り組まなければならない喫緊かつ重大な課題です。 

今後も人命尊重の理念の下に交通事故のない社会を目指し、交通安全対策全

般にわたる総合的かつ長期的な施策を一層推進していかなければなりません。 

この香取市交通安全計画は、このような観点から、交通安全対策基本法第 26

条第 1項に規定する千葉県交通安全計画に基づき、令和８年度から令和 12 年度

までの５年間に講ずべき交通安全に関する施策の大綱を定めたものです。 

この交通安全計画に基づき、交通の状況や地域の実態に即した交通の安全に

関する施策を具体的に定め、これを効果的に実施するものとします。 

 

 

令和８年３月 

 

 

香取市交通安全対策会議 

　会 長 伊 藤 友 則 

 



 

交通安全都市宣言 

 

交通事故のない、安全で住みよい地域社会を実現す

ることは、市民すべての願いです。 

交通事故をなくすためには、交通安全意識の高揚を

図り、交通環境の改善に努めるとともに、市民一人ひ

とりが交通ルールを守り、思いやりのある交通マナー

を実践することが大切です。 

私たち香取市民は、交通事故のないまちの実現をめ

ざし、ここに「交通安全都市」を宣言します。 

 

 

　平成 19 年 12 月 21 日 

 

香　取　市 
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計画の基本的な考え方 

 

第一　計画の性格 

第 12 次香取市交通安全計画は、交通安全対策基本法（昭和 45 年法律第 110 号）

の定めるところにより、千葉県の第 12 次千葉県交通安全計画に基づき策定する

計画です。 

 
第二　計画策定の趣旨 

　市交通安全計画は、千葉県が策定する交通安全計画に基づき５年ごとに計画を

改定しています。令和３年度を初年度とする第 11 次計画は令和７年度で計画期

間が終了することから、令和８年度から始まる第 12 次計画を新たに策定するも

のです。 

 

第三　計画の基本理念 

人命尊重の理念のもと、総合的かつ長期的な交通安全施策を実施し、交通事故

のない安全で安心して暮らせる香取市の実現を目指します。 

 
第四　計画期間 

この計画は、計画期間を令和8年度から令和12年度までの５年間とします。 
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第１章　道路交通の安全 

 

１．道路交通事故のない社会を目指して 

　人命尊重の理念に基づき、究極的には、交通事故のない誰もが安全で安心し

て暮らせる香取市を目指す。 

　死者数の一層の減少に取り組むとともに、事故そのものの減少についても積

極的に取り組む必要がある。 

 

  

２．道路交通の安全についての目標 

　　　年間死者数を１人以下とする 

　　　（交通事故発生後 24 時間以内に死亡した人の数） 

　　　年間死傷者数を１２０人以下とする 

　　　年間重傷者数を１５人以下とする 

　　　（交通事故により加療日数が 30 日以上の負傷者） 

　　　◆重点項目１：高齢者の交通安全対策の強化 

　　　◆重点項目２：自転車の安全利用対策の強化 

　　　◆重点項目３：悪質・危険な運転者対策の強化 
 

 

３．道路交通の安全についての対策 
 

　　　（８つの視点） 

　　　(1)高齢者の安全確保 

　　　(2)こどもの安全確保 

　　　(3)歩行者の安全確保 

　　　(4)自転車の安全確保 

　　　(5)生活道路・幹線道路における安全確保 

　　　(6)外国人の交通安全対策の推進 

　　　(7)地域が一体となった交通安全対策の推進 

　　　(8)先進技術の活用促進 

 

 

　　　（８つの柱） 

　　　(1)市民一人ひとりの交通安全意識の高揚 

　　　(2)飲酒運転の根絶 

　　　(3)安全運転の確保 

　　　(4)道路交通環境の整備　 

　　　(5)道路交通秩序の維持　　 

　　　(6)救助・救急活動の充実 

　　　(7)被害者支援の推進 

　　　(8)交通事故調査・分析の充実 
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資料：千葉県警察本部
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第１節　道路交通安全の目標及び重点事項 

 

１　道路交通事故のすう勢等 

 

（１）道路交通事故の現状 

市内の交通事故状況は、発生件数、死傷者数ともに年々減少していました

が、令和３年以降、令和７年まで発生件数は、113 件、128 件、116 件、131

件、111 件と、増加と減少を繰り返しながらほぼ横ばいで推移しています。

死傷者数も、149 人、169 人、139 人、173 人、150 人と、増加と減少を繰り

返しています。 

第 11 次計画で掲げた抑止目標（令和７年までの年間死者数１人以下、死

傷者数 120 人以下）については、達成することができませんでした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

　負傷者…重傷と軽傷を合計したものをいう。 

　重傷者…交通事故により加療日数が 30 日以上の負傷をいう。 

　死亡者…交通事故発生から 24 時間以内に死亡した場合をいう。 
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（２）交通死亡事故の特徴（令和３年～令和７年） 

市内の交通事故死者数は、令和３年に０人を達成しましたが、その後令和

７年まで、３人、２人、２人、２人と推移し、交通事故死者数 1 人以下とい

う目標を達成することはできませんでした。また、高齢者の事故死者数は全

体の７割を超えています。そのうち状態別では、歩行者と四輪車利用者が死

者数のすべてを占めています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33％

（1 件）

年齢別 死者構成率（香取市）
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資料：千葉県警察本部

資料：千葉県警察本部
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こどもと高校生および高齢者の交通事故発生状況（香取市） 

（年齢層別・状態別死傷者の構成率　令和 3 年～令和 7 年） 

 

 

 
年齢層 状　態　別 歩行者 自転車 二輪車 四輪車 その他 計

 
幼　児

死傷者数（人） 3 0 0 8 0 11

 構成率　（％） 27.3 0 0 72.7 0

 
小学生

死傷者数（人） 6 3 0 18 0 27

 構成率　（％） 22.2 11.1 0 66.7 0

 
中学生

死傷者数（人） 3 10 0 6 0 19

 構成率　（％） 15.8 52.6 0 31.6 0

 
高校生

死傷者数（人） 1 9 4 10 1 25

 構成率　（％） 4.0 36.0 16.0 40.0 4.0

 
高齢者

死傷者数（人） 49 28 3 95 1 176

 構成率　（％） 27.8 15.9 1.7 54.0 0.6

（人）
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２　交通安全計画における目標 
本市の究極の目標は、交通事故のない安全で安心して暮らせるまちを目指し

ていますが、一朝一夕にこの目標を達成することは困難であると考えられるこ

とから、本計画の計画期間である令和１２年までに、以下の数値を本市の抑止

目標として取り組みます。 

 

　　　※ここでの年間死者数は、交通事故発生後 24 時間以内に死亡した人の数を指します。 

 

この目標達成に向け、市民、関係機関・団体等と協働してこの計画に掲げた

諸施策を総合的かつ効果的に推進します。 

　　 

〇　交通事故死者数の目標　１人以下 

 

本計画終了年度(令和 12 年度)時の市の目標を、１人以下に設定します。 

 

〇　交通事故死傷者数の目標　１２０人以下 

　 

　　　 

〇　交通事故重傷者数の目標　１５人以下 

　　 

国・県が前計画から、より命に関わり優先度が高い『重傷者』を目標値設定

したことを踏まえ、市においても『重傷者数』を目標値に設定します。 

 

 

 

 

 

 区　分 期　間 目　標　数　値

 
第 12 次香取市 

交通安全計画

令和８年度～ 

令和 12 年度

年間死者数　　　　１人以下 

年間死傷者数　１２０人以下 

年間重傷者数　　１５人以下

 実 

積 

値

R3 　　R4 R5 R6 R7

 0 ３ ２ ２ ２

 ※　直近５年間の平均死者数：1.80 人

 実 

積 

値

R3 R4 R5 R6 R7

 149 169 139 173 150

 ※　直近５年間の平均死傷者数：156.0 人

 実 

積 

値

R3 R4 R5 R6 R7

 17 31 7 23 17

 ※　直近５年間の平均重傷者数：19.0 人
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３　計画の重点事項 

計画の策定に当たっては、社会情勢の変化等を踏まえ、以下のとおり『高齢

者の交通安全対策の強化』、『自転車の安全利用対策の強化』及び『悪質・危険

な運転者対策の強化』の３項目に重点を置いた計画とします。 

 

◆重点項目１：高齢者の交通安全対策の強化 

高齢者が関係する交通安全対策は、これまでも取組を推進してきたところで

すが、市内で高齢者が関係する交通事故が多く発生しており、対策が必要とな

っています。 

 

（１）交通事故に遭わないための取組 

本市においては、直近５年間の交通死亡事故全体に占める高齢者の割合は

７割を超えており、交通事故の防止に取り組む上で、特に高齢者が被害者と

なる交通死亡事故の防止が喫緊の課題となっています。このため、従来から

実施している反射材の普及推進と、自転車乗車用ヘルメット着用の周知徹底

により、高齢者が被害者となる交通事故の抑止を図ります。 

 

（２）交通事故を起こさせないための取組 

本市では、高齢者人口が急速に増加しており、これに伴って高齢者の運転

に起因した交通事故も増加しています。高齢運転者に対しては、身体機能の

低下に対応した効果的な取組を実施することにより、高齢者が加害者となる

交通事故の防止を図ります。 

 

 
（１）交通事故に遭わないための取組 

　　　・高齢者に対する交通安全教育 
　　　・視認性の高い服装の着用及び反射材等の普及推進 
　　　・自転車乗車用ヘルメット着用の周知徹底 
（２）交通事故を起こさせないための取組 

　　　・適切な運転行動を促すための広報啓発の推進 
・運転免許自主返納制度の周知 

　　　・運転免許自主返納に対する支援措置 
 

「高齢者の交通安全対策の強化」により実施する主な事業
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◆重点項目２：自転車の安全利用対策の強化 

本市の令和７年における自転車乗車中の事故件数は、交通事故全体の約 15％

を占めております。近年、交通ルールに関する理解が不十分であることから、

自転車乗車用ヘルメット着用を推奨することも含め、自転車の安全利用対策を

さらに強化する必要があります。【Ｐ.10 自転車が関係する交通事故件数（本

市）参照】 

 

（１）幅広い世代を対象とした対策強化の必要性 

学齢期における交通事故発生状況（死傷者数）をみると、自転車が関係す

る事故の割合は、小学生が１割以上、中学生が５割以上、高校生が４割近く

となっており、日常的な行動範囲が広がり自転車の運転を行う機会が増加す

ることに伴い、自転車が関係する割合が非常に高くなっています。 

また、高齢者についても死亡事故の割合が２割近い高い割合を示している

ほか、近年、通勤や配達等で自転車を利用する人も増えてきています。 

このため、次代を担う小・中・高校生の子供たちの安全な育成環境を確保

するほか、高齢者を含めた幅広い世代に対する自転車の安全利用対策をさら

に強化する必要があります。【Ｐ.6 こどもと高校生および高齢者の交通事故

発生状況（本市）（年齢層別・状態別死傷者の構成率令和 3年～令和 7年）参

照】 

 

（２）自転車保険の普及及び加入の促進 

自転車が歩行者をはねたり、自転車同士で衝突するなどの交通事故により、 

　　自転車運転者が加害者となる事故が起きています。その中でも、自転車運転

者が歩行者を死亡させたり、重度の障害を負わせた場合、高額賠償を命ずる

判決が出されていますが、賠償責任に対応した保険に加入していない自転車

運転者も多いと推察されることから、被害者救済の側面からも懸念される問

題となっています。このため、自転車の安全利用の徹底と合わせて、自転車

運転者に賠償責任が生じた場合に備えた保険への加入を促進する必要があ

ります。 

 

（３）自転車を安全に利用できる環境づくりの推進 

自転車の安全利用には、交通ルール遵守や正しい交通マナーの向上はもち

ろんですが、自身を守るための自転車乗車用ヘルメット着用の推奨、自転車

の点検整備、自転車損害賠償保険等への加入促進等の対策をさらに強化しま

す。 

また、自転車の安全利用を推進するためには、安全で快適な自転車通行空

間の確保を積極的に進める必要があるほか、まちづくり等の観点にも配慮す

る必要があります。 
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（１）自転車に係る交通事故防止対策 

　　　・自転車安全利用キャンペーンの実施 
　　　・自転車の点検整備の促進 
　　　・視認性の高い服装及び反射材の普及推進 
　　　・幅広い世代におけるヘルメット着用の普及促進 
（２）自転車保険の普及及び加入の促進 

　　　・自転車安全整備制度（ＴＳマーク制度）の周知 
　　　・自転車保険への加入促進 
 

資料：千葉県警察本部

「自転車の安全利用対策の強化」により実施する主な事業
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（１）根絶推進対策 

　　　・悪質・危険な運転に対する街頭キャンペーンの実施 
　　　・飲酒運転は絶対にしない・させない・許さない環境づくり 
（２）効果的な交通取締りの強化を要請 
 

◆重点項目３：悪質・危険な運転者対策の強化 

近年、車間距離不保持などのいわゆる『あおり運転』や、運転中の携帯電

話等使用のいわゆる『ながら運転』による交通事故の発生が社会的に注目を

集め、道路交通法の一部改正により、自動車や自転車での『あおり運転』や

『ながら運転』に関する規制が強化されました。これらの悪質・危険な運転

に加え、飲酒運転による事故も後を絶ちません。 

そこで、飲酒運転や妨害運転などの悪質・危険な行為を行う運転者等への

対策を強化します。 

 

（１）悪質・危険な運転等を絶対しない、させない、許さない環境づくり 

『あおり運転』や『ながら運転』については、その危険性や迷惑性を十

分広報する必要があるほか、飲酒運転についても、アルコールが運転に及

ぼす影響や重大事故に直結する危険性などを、あらゆる機会を通じ周知啓

発を行う必要があります。 

　　　特に、飲酒運転の根絶には、市民の飲酒運転根絶意識の醸成を図り、地

域・企業・団体等で飲酒運転を排除する取り組みに努めるなど、市民総ぐ

るみで対策を講じ、飲酒運転根絶の環境づくりを推進することが重要で

す。 

 

（２）悪質・危険な運転に対する取締りの推進 

飲酒運転をはじめ、『あおり運転』や『ながら運転』などの迷惑行為は、

重大事故に直結する危険性を有しているほか、ひき逃げなどさらなる重大

事案につながる恐れがあることから、これらの悪質・危険な運転行為を根

絶するため、効果的な交通取締りの強化を関係機関に要請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「悪質・危険な運転者対策の強化」により実施する主な事業
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資料：千葉県警察本部 



- 13 - 

第２節　道路交通安全についての対策 

 

１　今後の道路交通安全対策の方向 

市内における道路交通事故の発生件数、死傷者数は徐々に減少してきている

ことから、これまでの交通安全計画に基づき実施されてきた施策には、一定の

効果があったものと考えられます。 

さらに、社会情勢や交通情勢の技術の進展・普及等の変化等に的確に対応し、

有効性が見込まれる新たな施策を柔軟に取り入れながら、総合的かつ多角的に

取り組みを積み重ねることにより、計画の実行性を確保していくことが求めら

れています。 

第 12 次計画の策定にあたっては、県が定める第 12 次計画を踏まえ、８の項

目に視点を置いた計画づくりを行うとともに、施策の体系として後述のとおり

「８つの柱」を設定し交通安全施策の推進を図ります。 

 

　第１の視点：高齢者の安全確保　　　　　　　　　　　（Ｐ13～） 

　　第２の視点：こどもの安全確保　　　　　　　　　　　（Ｐ15～） 

　　第３の視点：歩行者の安全確保　　　　　　　　　　　（Ｐ15～） 

　　第４の視点：自転車の安全確保　　　　　　　　　　　（Ｐ16～） 

　　第５の視点：生活道路・幹線道路における安全確保　　（Ｐ19～） 

　　　第６の視点：外国人の交通安全対策の推進　　　　　　（Ｐ20～） 

　　　第７の視点：地域が一体となった交通安全対策の推進　（Ｐ20～） 

　　　第８の視点：先進技術の活用推進　　　　　　　　　　（Ｐ21～） 

 

【第１の視点】高齢者の安全確保 

高齢化が急速に進行し、高齢者の関係する交通事故が増加傾向にある中で、

高齢者が安全にかつ安心して外出や移動ができる交通社会の形成に取り組ん

でいくことが重要です。 

そのためには、高齢者の多様な実態に応じた、きめ細やかな交通安全対策を

引き続き推進する必要があります。 

高齢者の交通手段として、歩行や自転車等を利用する場合と自動車を運転

する場合がありますが、歩行や自転車等を利用する高齢者が交通事故の被害

者とならないための対策が重要であるとともに、高齢運転者の事故が大幅に

増加していることから、高齢運転者が事故を起こし加害者となることを防止

する取組など、高齢者の特性に応じた対策をさらに強化することが喫緊の課

題です。 

また、高齢者、障害のある人等が身体機能の変化にかかわりなく交通社会

への参加を可能にするため、バリアフリー化するなど、利用しやすい道路交

通環境の形成を図ることも重要です。 
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高齢者の安全運転を支える対策については、身体機能の衰えを補う技術の活

用・普及を一層積極的に進める必要があります。一方、運転支援機能を始めと

する技術とその限界、技術の進展の状況について、交通安全教室を通じて幅広

く情報提供していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】

【第１の視点】：高齢者の安全確保に基づき実施する主な事業 

○高齢者に対する交通安全教育 

○視認性の高い服装の着用及び反射材等の普及推進 

　○適切な運転行動を促すための広報啓発の推進 

　○運転免許証返納制度の周知 

　○運転免許自主返納者に対する支援措置 

〇高齢者、障害のある人等の安全に資する歩行空間等の整備 
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【第２の視点】こどもの安全確保 

少子化の進展のなかで、安心してこどもを産み育てることができる社会を実

現するためには、こどもを事故から守るための教育と環境の整備が一層求めら

れます。 

このため、次代を担うこどもの安全を確保する観点から、幼児期からの心身

の発達段階に応じた、より効果的な交通安全教育の推進や、通学路等において

安全安心な歩道等の歩行空間の整備等を推進します。 

 

【第３の視点】歩行者の安全確保 

安全で安心な社会の実現を図るためには、自動車と比較して弱い立場にある

歩行者の安全確保が必要不可欠であり、特に、高齢者や子どもにとって交通事故

の発生の多い身近な道路の安全性を高めることがより一層求められています。 

歩行中の交通事故死者数は、状態別の中では最も多く、横断歩道において自動

車が一時停止しないなど、歩行者優先の徹底は未だなされていません。 

このため、『人優先』の考えのもと、通学路、生活道路、市街地の幹線道路に

おける歩道の整備等を行い、安全・安心な歩行空間の確保を進めるとともに、

横断歩行者が関係する交通事故を減少させるため、ゼブラ・ストップ活動等の

推進を通じて、運転者に横断歩行者に関する交通ルールの再認識と歩行者優先

の徹底を周知するなど、運転者の意識向上を図ります。 

また、歩行者に対しても、横断歩道を渡ること、信号機のある所ではその信

号に従うことといった基本的な交通ルールの周知を図ることに加え、信号機の

ない場所で横断するときは手を上げるなど、横断する意思を明確に伝える必要

があることを含め、安全を確認してから横断を始め、横断中も周りに気をつけ

ること、歩きスマホをしないこと、反射材を利用すること等、歩行者が自らの

命を守ることを交通安全教育を通じ気づきを与え、歩行者の安全確保に努めま

す。 

【第２の視点】：こどもの安全確保に基づき実施する主な事業 

○学齢期における交通安全教育の推進 

○通学路等を含めた歩行空間等の整備 
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【第４の視点】自転車の安全確保 

自転車は、自動車と衝突した場合には被害者となる反面、歩行者と衝突した

場合には一転して加害者となります。被害者と加害者それぞれの立場に応じ、

自転車損害賠償保険への加入促進等の対策を引き続き推進します。 

また、最近では自転車の交通ルールに対する理解が不十分であり、自転車利

用者が当事者となった交通死亡・重傷事故の約４分の３には自転車利用者側に

何かしらの法令違反が認められます。 

令和６年には道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）が改正され、同年 11 月

から自転車運転中の携帯電話使用等（以下「運転中の携帯電話使用等」を「な

がらスマホ」という。）に対する罰則が強化され、酒気帯び運転が罰則の対象と

されたほか、令和８年４月から自転車に対する交通反則通告制度が適用されま

す。 

これを踏まえ、官民が連携し、ライフステージに応じた交通安全教育の充実

を図り、自転車の基本的なルールの周知徹底を図るとともに、自転車の悪質・

危険な違反に対しては厳正な取締りを推進します。 

また、ちばサイクルールによる自転車の乗車用ヘルメットの着用、自転車の

点検・整備を推進するほか、通勤や配達目的の自転車利用者による交通事故の

防止についても指導啓発の対策を推進します。 

さらに、駆動補助機付自転車（電動アシスト自転車）の普及が進み、その交

通事故が増加していることを踏まえ、交通事故防止のための車両特性を踏まえ

た交通安全教育、広報啓発を推進します。 

自転車の安全利用を促進するためには、生活道路や市街地の幹線道路におい

て、自動車、歩行者及び自転車利用者が共存できるよう、自転車の走行空間の

確保を進める必要があります。また、自転車利用者が自転車の交通ルールに関

する理解が不十分なことも背景として、ルールやマナーに違反する行動が歩行

者の安全な通行を脅かす重大な交通事故の発生が社会問題化していることか

ら、自転車を利用する幅広い世代に対して交通安全教育の充実を図る必要があ

ります。 

このため、幼児から高齢者まで、心身の発達に応じた段階的な安全教育や高

【第３の視点】：歩行者の安全確保に基づき実施する主な事業 

○歩行者の安全確保 

　　　・通学路における交通安全の確保 

　　　・歩行空間等の整備 

　　○安全確保のための普及活動 

・視認性の高い服装の着用及び反射材の普及・推進 

・ゼブラ・ストップ活動及び３(サン)・ライト運動の推進 
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齢者の身体状況（特性）を踏まえた安全教育、参加体験型の安全教育を積極的

に取り入れ、伝聞知識ではない実体験に基づいた自転車が持つ危険性の習得を

図ります。 

具体的には、最近の自転車利用に関するマナーの低下や歩行者との事故が増

加していることを踏まえ、関係機関が主催するスタントマンによるリアルな交

通事故再現を取り入れたスケアード・ストレイト教育技法を始めとする参加・

体験・実践型の交通安全教育を推進します。 

自転車乗車中または同乗中の交通事故は重大な損傷を受けるおそれがある

ため、頭部への衝撃を減らすことができるヘルメットの着用は大変重要です。

このため、幼児・児童・生徒への着用を徹底するほか、高齢者を含む全ての年

齢層への自転車用ヘルメットの正しい着用方法と効果について、広報し、着用

の促進を図ります。 

市では、自転車用ヘルメット着用を促し、自転車事故の被害を軽減するため、

令和 7年 5月からヘルメット購入費用の一部を補助しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第４の視点】：自転車の安全確保に基づき実施する主な事業 

　　○自転車の安全利用の推進 

　　　・自転車安全利用キャンペーンの実施 

　　　・自転車安全整備制度（ＴＳマーク制度）の普及促進 

　　　・自転車損害賠償保険等への加入促進 

　　　・全ての年齢層へのヘルメット着用の普及促進 

　　○幅広い世代における交通安全教育の推進 
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香取警察署・香取市合同の自転車用ヘルメット啓発（令和７年４月） 
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【第５の視点】生活道路・幹線道路における安全確保 

生活道路を含めた県内の道路における交通死亡事故件数の推移をみると、全

死亡事故件数の減少傾向とともに緩やかに減少しており、生活道路が全死亡件

数に占める割合も減少傾向にあります。しかし、子どもを含む全ての歩行者や

自転車が安心して通行できる交通環境を確保しなければなりません。 

そのため引き続き、生活道路において道路交通環境の整備を進めるほか、安

全な走行方法を普及するための啓発等の対策を講ずるとともに、幹線道路にお

ける交通安全対策及び交通流の円滑化を推進するなど、交通の安全を確保する

ための総合的な対策を一層推進する必要があります。 

さらに、関係機関・団体等と連携を図り、過去に交通事故が多発している箇所

や、今後、交通事故の発生が懸念される箇所を選定し改善を実施するほか、道路

交通環境面について『共同現地診断』により引き続き交通事故の防止に努めます。 

 

 

≪共同現地診断≫ 

 

 

【第５の視点】：生活道路・幹線道路における 

安全確保に基づき実施する主な事業 

○生活道路における交通安全対策の推進 

○歩行空間等の整備 

　・歩道及び自転車利用環境の整備 

　・ひとにやさしい信号機整備等の促進 

〇通学路等の整備 

〇交通事故危険個所対策の推進 

・交通事故多発箇所の共同現地診断
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【第６の視点】外国人の交通安全対策の推進 

本市における在留外国人、訪日外国人観光客が近年増加しており、日本の運

転免許を保有する外国人も増加しています。また、トラック、バス、タクシー

といった自動車運送業分野等が特定技能制度の対象とされるなど、外国人労働

者の受入れ増加に伴い、外国人運転者もさらに増加していくことが見込まれま

す。 

外国人が自動車を安全に運転できるよう、日本の交通ルールやマナーを理解

させる取組を強化させる必要があります。 

具体的には、母国との交通ルールの違いを理解できるよう外国語で書かれた

リーフレットを活用します。 

同様に、外国人の歩行者や自転車利用者に対しても、日本の交通ルールにつ

いて理解を促し、外国人が当事者となる交通事故の抑止に取り組む必要があり

ます。 

 

【第７の視点】地域が一体となった交通安全対策の推進 

交通事故は身近な地域で発生していることが多く、地域のコミュニティを積

極的に活用して、隅々の高齢者世帯まで行き渡る交通安全啓発活動や、地域ぐ

るみで交通安全対策に取り組むことが重要となります。 

また、重大な交通事故を引き起こす飲酒運転の根絶を目指すには、家庭、職

場のほか、飲食店、酒類販売店の理解と協力が不可欠であり、地域が団結して、

飲酒運転の根絶を図っていく必要があります。 

このため様々な活動主体に対し、情報の提供、市民活動の展開、交通安全ボ

ランティア団体による自主的な活動の支援等、地域が一体となった交通安全対

策を推進します。 

【第７の視点】：地域が一体となった 

交通安全対策の推進に基づき実施する主な事業 

　　○交通安全運動の推進 

　　○地域総ぐるみ交通安全街頭指導の推進 

　　○交通安全ボランティア団体の活動の推進 

　　○高齢者に対する交通安全教育 

○飲酒運転の追放機運の高揚 

・飲酒運転は絶対にしない・させない・ゆるさない環境づくり

【第６の視点】：外国人の交通安全対策の推進に基づき実施する主な事業 

○外国人に対する交通安全教育の推進 

○外国人運転者対策の強化 

〇わかりやすい道路交通環境の確保
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【第８の視点】先進技術の活用促進 

交通事故の発生には、運転者の不注意や身体機能の低下等、その多くは運転

者に起因して発生しています。このような人的要因を抑制し、運転者の運転機

能を補助　支援するために、衝突被害軽減ブレーキを搭載した安全運転サポー

ト車（サポカー・サポカーＳ）の普及をはじめ、運転者の危険認知の遅れや運

転操作の誤りによる事故を未然に防止するための安全運転支援システムの周

知徹底に努めます。 

一方、運転支援機能や自動運転は、それぞれについて機能に限界があること

から、性能を過信・誤解せず、正しく理解し利用するよう広報啓発を推進しま

す。 

 

 

２　道路交通安全の施策 

交通事故をなくし道路交通の安全を確保するため、交通安全対策基本法に定

められた施策に基づく以下の８つの柱により交通安全対策を実施していきま

す。 

 

　第１の柱：市民一人ひとりの交通安全意識の高揚　（Ｐ22～） 

　第２の柱：飲酒運転の根絶　　　　　　　　　　　（Ｐ29～） 

　第３の柱：安全運転の確保　　　　　　　　　　　（Ｐ30～） 

　第４の柱：道路交通環境の整備　　　　　　　　　（Ｐ30～） 

　第５の柱：道路交通秩序の維持　　　　　　　　　（Ｐ36～） 

　第６の柱：救助・救急活動の充実　　　　　　　　（Ｐ37～） 

　第７の柱：被害者支援の推進　　　　　　　　　　（Ｐ39～） 

　第８の柱：交通事故調査・分析の充実　　　　　　（Ｐ39～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第８の視点】：先進技術の活用促進に基づき実施する主な事業 

　　○交通運転サポート車の周知徹底 

　　○道路標識等の高輝度化普及促進（※ Ｐ45 用語集参照） 
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【第１の柱】市民一人ひとりの交通安全意識の高揚 

交通事故をなくすためには、市民一人ひとりが交通ルールを遵守し、正しい

交通マナーを実践するとともに、交通事故防止は自身の問題として考え、行動

することが何よりも重要であり、交通社会に適応する人間を育成するために、

幼児期から適切な指導・教育を実施します。 

また、特に問題となっている高齢者の交通安全対策、自転車の安全利用、飲

酒運転の根絶については関係機関・団体と連携し、強力に推進します。 

 

（１）市民総参加でつくる交通安全の推進 

 

①　地域総ぐるみ交通安全街頭指導の推進 

市民参加による自主的な交通安全街頭指導に対し、活動に必要な情報提

供や備品を貸し出し、効果的な街頭指導が行われるよう支援し、地域にお

ける交通事故防止の取り組みを推進します。 

②　交通安全ボランティア団体の活動の推進 

交通安全協会や安全運転管理協会及び交通安全推進隊等、交通安全意識

の高揚に重要な役割を担っている団体の各種活動を支援し、交通事故防止

を推進します。 

 

≪ボランティア団体による見守り街頭指導≫ 
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（２）交通安全に関する普及啓発活動の推進 

　 

①　交通安全運動の推進 

交通安全思想を普及させるため、市民一人ひとりが交通ルールの遵守と

正しい交通マナーの実践を習慣付けることにより交通事故の防止を図る

ことを目的に、春・秋の全国交通安全運動及び夏・冬の交通事故防止運動

を実施します。 
②　交通安全に関する広報活動の推進 

交通安全運動等を効果的に展開し、交通安全意識の高揚を図るため、市

ホームページや SNS の随時更新や防災無線活用のほか、主要交差点にお

ける啓発キャンペーン等を積極的に実施し、広報啓発に努めます。 
③　シートベルト着用及びチャイルドシート使用の徹底 

自動車乗車中の死亡事故において、未だにシートベルトの着用及びチャ

イルドシートの使用が徹底されていない現状を踏まえ、関係機関・団体が

一体となり交通安全運動等あらゆる機会を通じて、後部座席を含めた全て

の座席におけるシートベルトの正しい着用の徹底を推進します。 
④  自動車（二輪車を含む。）の安全運転の推進 

「あおり運転」や「ながらスマホ」を防止するため、その罰則の重さ、

危険性について、インターネット、SNS、広報紙等の各種媒体、交通安全

教室の場を効果的に活用し、広報啓発活動を推進します。　　　　 
⑤  小型モビリティの安全対策 
ア　特定小型原動機付自転車は、時速６キロメートル毎時の速度を超えな

い構造のみ歩道通行が可能であり、それ以外は歩道通行が禁止されてい

ること、車道における左側通行の徹底、車両用信号の遵守と停止線での

停止の徹底、飲酒運転の禁止といった基本的な交通ルールや自己を守る

ためにヘルメットの着用が効果的であることなど、インターネット、

SNS、広報紙等の各種媒体、交通安全教室の場を効果的に活用し、広報

啓発活動を推進します。 
イ　ペダル付き電動バイクは、電動アシスト自転車ではなく、一般原動機

付自転車又は自動車に該当し、道路を通行させるにはナンバープレート

を取得し、車体に表示しなければいけないほか、自動車損害賠償保険に

加入しなければならないとともに、その運転には車両区分に応じた運転

免許が必要であり、乗車用ヘルメットを着用しなければならないなどの

交通ルールを遵守する必要があることについて、インターネット、SNS、
広報紙等の各種媒体、交通安全教室の場を効果的に活用し、広報啓発活

動を推進します。　　　 
⑥  その他の普及活動の推進 

薄暮時、夜間及び早朝における歩行者・自転車利用者の交通事故を防止

するため、交通安全教室などで視認性の高い服装の着用や反射材を活用す
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る効果を周知するともに、着用の習慣化を目指し、これらの普及推進を図

ります。また、歩行者・自転車利用者・自動車運転者に対し、３（サン）　

ライト運動及びゼブラ・ストップ活動の周知を図り、交通事故抑止に努め

ます。 
 

（３）地域でつくる高齢者交通安全対策の推進 

 

　　①　高齢者の自主的な交通安全活動の推進 

　　　　高齢者の交通事故防止のために、地域において主導的な役割を担う交通

安全リーダーを育成するため、高齢者が自主的に交通安全活動を行える十

分な知識と技能習得を目指す交通安全シルバーリーダー研修会に協力し

ます。 

②　高齢者に対する交通安全教育の推進 

高齢者の特性と交通事故の実態を踏まえ、高齢者が多く集まるイベント

や趣味の会などに直接赴き、『出前講座・高齢者交通安全教室』を開催し、

身体機能の低下が及ぼす影響について理解を促すほか、交通手段に応じた

交通ルールの指導と高齢者の交通安全意識の高揚を図ります。 

　 
（４）自転車の安全利用の推進 

 

自転車は、子どもから高齢者まで誰でも簡単に利用できる便利な乗り物で

あり、さらに、運転免許を返納した高齢者の新たな移動手段の一つでもあり

ます。しかし最近は、自転車の歩道での暴走やあおり運転、携帯電話等を使

用しながらの走行など、交通ルールやマナーを守らない危険な走行が問題と

なっています。 
また、自転車が加害者となる事故も発生していることから、自転車の交通

事故や迷惑行為を防止するため、交通安全運動等あらゆる機会に広報媒体を

積極的に活用し、自転車の交通ルール遵守と正しい交通マナーの実践を図り

ます。 
 

①　自転車交通安全教室の開催 

最近の自転車利用に関するマナーの低下や歩行者との事故が増加して

いることを踏まえ、県が主催するスタントマンによるリアルな交通事故再

現を取り入れたスケアード・ストレイト教育技法を始めとする参加・体験　

実践型の交通安全教室を開催し、危険な自転車の乗り方などから発生する

交通事故の恐怖や痛みを直視させることにより、交通安全意識の向上を図

ります。小・中・高校生及び高齢者など各年齢層を対象に、千葉県警察、

交通安全協会、学校（教育委員会）と連携して、自転車の正しい乗り方の

周知徹底を図ります。 
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②　自転車の点検整備の促進 

交通安全教室において、日常点検実施の習慣化、及び自転車安全整備店

における定期的な精密点検・整備を呼び掛け、自転車点検整備徹底を図り

ます。 

③　自転車安全整備制度（ＴＳマーク制度）の周知 
自転車の安全利用と事故防止を図るため、同制度の普及促進に努めます。 

④　自転車保険への加入促進 
自転車の関係する交通事故の民事裁判において、数千万円にも及ぶ高額

な損害賠償が命令されている事例を踏まえ、交通安全教室実施時に過去の

裁判結果を例示する等、各種自転車保険への加入促進を図ります。 
⑤　視認性の高い服装及び反射材の普及 

薄暮時から夜間における自転車の交通事故防止を図るため、明るい色の

服装の着用や反射材の効果と必要性について周知し、自発的・習慣的な活

用の推進に努めるとともに、灯火等を指導し、自転車自体の視認性の向上

を図ります。 
⑥　自転車運転者講習制度の周知 

平成 27 年６月に施行された自転車運転者講習制度の周知を図るととも

に、危険行為を繰り返した者に対する受講命令など、同制度を交通安全教

室等で周知します。　 
⑦　全ての年齢層へのヘルメットの普及促進 

自転車乗用中又は同乗中の交通事故は頭部に重大な損傷を受けるおそ

れがあるため、頭部への衝撃を減らすことができる自転車乗車用ヘルメッ

トの着用は大変重要です。このため、幼児・児童の着用を徹底するほか、

高齢者を含む全ての年齢層への自転車用ヘルメットの正しい着用方法と

その効果について広報し、着用の促進を図ります。 
⑧　幼児二人同乗用自転車の普及促進 

幼児二人同乗用自転車の安全な利用方法を交通安全教室等で周知しま

す。 
⑨　自転車の交通安全教育の推進 

令和７年 12 月に国において策定された「自転車の交通安全教育ガイド

ライン」及び令和８年１月に千葉県警察本部交通部にて策定された【自転

車の交通ルールガイドブック】を踏まえ、自転車の交通安全教育を推進し

ます。 
　　　　 
（５）段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 
 

交通安全教育は、道路交通の安全を確保するため自他の生命尊重という理

念のもとに、交通安全に関する思想及び知識を普及し、交通事故を自らのも
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のとして考えさせ、またこれを習慣化させるために実施するものであり、関

係団体等と連携を図りながら、幼児から社会人まで、心身の発達段階やライ

フステージに応じて段階的かつ体系的に行います。 

①　幼児に対する交通安全教育の推進 

幼児に対する交通安全教育は、将来に渡って交通ルールを遵守し、『マナ

ーを守り安全に道路を通行しようとする意識』を養うためにも必要不可欠

です。 
そのため、幼児に対しては、組織的かつ継続的に交通安全教育を実施す

る必要があることから、幼稚園・保育園（所）及びこども園関係者と連携　

協力し、『幼児交通安全クラブ』の教育内容の充実を図ります。 
また、幼児だけでなく、保護者に対しても、参加・体験・実践型の交通

安全教育を実施します。 
②　小学生に対する交通安全教育の推進　 

小学生は、学校での活動や自転車の利用等を通じ、幼児期に比べ行動範

囲が著しく広がります。また、発達段階が上がるにつれて、保護者から離

れて道路において単独又は複数で行動する機会が増えます。 
小学生に対しては、警察署と学校が主体となり、家庭及び関係機関、団

体と連携・協力し、歩行者、自転車利用者として必要な知識と技能を習得

させるとともに、道路及び交通の状況に応じた安全行動が習得できるよう

具体的な交通安全教育の充実を図ります。 
③　中学生に対する交通安全教育の推進 

　　　　中学生は、通学等の手段として自転車を利用する機会が増えることもあ

り、中学生の交通事故のうち、自転車利用中の事故の割合が高くなってい

ます。また、道路交通についての理解も深まる時期であるなど、本格的に

交通社会に参加していくための過渡期にあります。 
　　　　中学生に対しては、家庭及び関係機関・団体と連携・協力を図りながら、

自転車で安全に道路を通行するために必要な知識と技術を十分に習得さ

せるとともに、自己及び他者の安全に配慮した行動できるような交通安全

教育の充実を図ります。 
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県主催のスケアード・ストレイト交通安全教室（令和６年 11 月） 

　　　　 
 

④　高校生に対する交通安全教育の推進 
　　　　高校生は、バイクや自動車の免許を取得することが可能な年齢に達し、

その多くが近い将来、免許を取得し、自動車等の運転者として交通社会に

参加するようになります。また、高校生の交通事故のうち、高い割合を占

めている自転車事故を防止する必要があります。 
　　　　具体的には、自転車乗車用ヘルメットの着用について、補助金の利用も

併せて交通安全教室や啓発キャンペーンで、引き続き伝えていきます｡ 
⑤　障害者等に対する交通安全教育の推進 

障害者等の安全な通行方法について、関係機関・団体等と連携を図り、

交通安全教育を推進し、交通安全意識の高揚を図ります。 

⑥　外国人に対する交通安全教育の推進　 

外国人は、自国における交通ルールの違いに戸惑う場面も多く、交通事

故の発生も危惧されます。このため、交通ルール等を外国語でわかりやす

く記載したリーフレットを市役所窓口で配布し、日本における交通ルール

の周知及び交通安全意識の向上に努めます。 
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≪幼児交通安全教室≫ 

道路の歩き方や信号の見方、緊急車両や踏切についても学びます。 
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【第２の柱】飲酒運転の根絶 

飲酒運転は、重大な交通事故を引き起こす要因となっていることから、千葉

県交通安全県民運動基本方針において『飲酒運転の根絶』は最重点活動に掲げ

られており、飲酒が運転に及ぼす影響や飲酒運転が重大事故に直結する危険性

と職場や家庭をはじめとする全ての人に及ぼす影響等の周知徹底を図り、市民

総ぐるみで飲酒運転を追放する環境づくりに努めます。 

また、飲酒運転が悪質危険な犯罪であることを再認識させ、その影響の大き

さを改めて理解することで飲酒運転根絶の環境づくりに努めます。 

 

（１）市民に対する啓発・意識の高揚 

 

①　『飲酒運転は絶対にしない・させない・ゆるさない』環境づくり家庭や

職場をはじめ、飲食店、企業等と連携を図り、ハンドルキーパー運動の促

進及び運転代行サービスの啓発に取り組みます。 

②　市民に対する情報の提供 

飲酒運転に関する理解を深めてもらうため、広報紙やホームページ、

SNS、交通安全教室等のあらゆる機会を通じて、市民に対して情報を提供

します。 

 

（２）市民に対する支援 

 

①　交通事故相談 

県交通事故相談所と連携し、市では交通事故巡回相談を実施しています。 

②　交通遺児激励事業 

市では、県や社会福祉協議会等関係機関と連携しながら、交通事故によ

り保護者等を失った児童生徒に対する激励事業を実施しています。 

③　犯罪被害者等支援 

交通事故の被害者やその家族は、精神面や経済面において二次的被害を

受けることが多いことから、再び平穏な生活を営むことができるよう被害

者の心情に配慮した適切な被害者支援に努めます。 

 

（３）公職にある者の飲酒運転の根絶 

 

①　飲酒運転防止措置の実施 

市役所では、庁用自動車を運転する職員の飲酒運転を防止するため、運

行の前後でアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認を徹底しま

す。 

②　飲酒運転根絶に係る広報啓発の実施 

県が発行するポスター、チラシを市役所に掲示し、メール、SNS 等に掲
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歳することで全ての市職員に新しい情報を届けます。 

 

【第３の柱】安全運転の確保 

『人優先』を基本とした安全運転を確保するために、身体機能の低下をはじ

め、運転に不安を感じる高齢運転者に対する教育等の充実を図り、また、横断

歩道においては歩行者が優先であることを含め、高齢者や障害のある人、こど

もをはじめとする歩行者や自転車に対する保護意識の向上を図ります。 

 

（１）高齢運転者対策の充実 

 

①　運転免許自主返納制度の周知 

運転に不安のある高齢者への運転免許自主返納制度の周知徹底を図る

など、高齢者に対する交通安全意識の高揚に努めます。 

②　運転免許自主返納に対する支援措置 
高齢運転者が加害者となる交通事故を減少させるため、関係機関・団

体と連携し、高齢者が自主的に運転免許を返納しやすい環境づくりを進

め、返納を支援する事業に取り組むとともに、企業等に返納者に対する

支援措置の協賛を働きかけます。 
③　安全運転サポート車の周知 

運転に不安のある高齢者へ交通安全教室を通じ、安全運転サポート車

の周知徹底に努めます。 

 

 
【第４の柱】道路交通環境の整備 

交通事故の防止と交通の円滑化を図るには、『人優先』の考えのもと、人間自

身の移動空間と自動車や鉄道等の交通機関との分離を図るため道路交通環境

の整備が必要です。特に、道路交通においては、地域の実情に応じ、歩道の整

備を積極的に実施するなど、通学路、生活道路、市街地の幹線道路等において、

『人優先』の交通安全対策を推進します。 
 

（１）生活道路における人優先の安全・安心な歩行空間の整備 

 

　　①　生活道路における交通安全対策の推進 

生活道路における歩行者や自転車利用者等の安全な道路空間を確保す

るため、歩道のバリアフリー化、カラー舗装、交差点ハンプ、狭さく、道

路標識・標示等の高輝度化等の交通安全施設整備の取り組みを推進します。 
　 
②　安全に資する歩行空間等の整備 

ア　歩道及び自転車利用環境の整備 
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歩行者及び自転車利用者の安全な通行を確保するため、事故が発生す

る危険性の高い区間等について、道路環境の整備を推進します。 

イ　ひとにやさしい信号機等の整備 

高齢者、障害のある人等の通行の安全を確保するため、道路利用者の

特性に応じたバリアフリー対応型信号機、歩車道分離型信号機、道路標

識の高輝度化等の整備を関係機関と協議しながら推進します。 

ウ　通学路等の整備 
児童等の安全を確保するため、通学路を中心に道路交通実態に応じた

歩道等の整備や信号機、横断歩道等の交通安全施設の整備を推進します。 
また、学校周辺などについては、必要に応じて区域（ゾーン）を定め

て最高速度３０キロメートル毎時の速度規制を実施するとともに、その

他の安全対策と組み合わせた対策を実施する「ゾーン３０」を関係機関

と協議しながら推進します。 
なお、経路安全確保のため、今後も『香取市通学路交通安全プログラ

ム』に基づき、関係機関が連携し、児童生徒が安全に通学できるような

取組を継続的に推進します。 
 

≪通学路等の対策整備≫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

　　　 

 

 

 

 

  

③　無電柱化の推進 

関係機関と協議のうえ、令和２年３月に策定された『千葉県無電柱化推

進計画』に基づき、電線共同溝の整備などにより、無電柱化を推進します。 

 

（２）幹線道路における交通安全対策の推進 

 

①　要注意箇所対策の推進 
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要注意箇所対策においては､交差点改良、歩道、防護柵（※）､区画線（※）の

整備、道路照明、視線誘導標（※）、グリーンベルトの設置、道路標識の設置及

び高輝度化等の対策を推進します。 

②　国道・県道等における交通規制 

道路の構造、交通量、交通事故の発生状況等を踏まえ、交通事情に見合

った信号制御、交通規制による交通環境の改善を要請し、交通の安全と円

滑を確保します。 

③　適切に機能分担された道路網の整備 

基本的な交通の安全を確保するため、幹線道路から居住地域内道路に至

るネットワークによって適切に機能が分担されるよう、体系的な道路整備

を進めるとともに、他の交通機関との連携強化を図る道路整備を推進しま

す。 

ア　地域間交流を支える道路の整備 

渋滞対策をはじめ、日常生活に密接した道路などについて整備を推進

します。 

イ　都市計画道路の整備 

都市計画道路の整備を推進し、通過交通の排除と交通の効果的な配分

を行い、市街地における道路の混雑、交通事故の発生などの防止を図り

ます。 

 

～　注釈　本文中（※）印が付された用語について　～ 

　　　『防護柵』 

　　　　　道路に設ける交通事故防止用の安全施設。ガードレールやガードパイプなど。 

　　　『区画線』 

　　　　　路面上にペイント等を用いて、交通の案内誘導等を目的とした記号や文字標示。 

　　　『視線誘導標』 

　　　　　車道の側方に沿って道路線形等を明示し、運転者の視線誘導を行う安全施設。 

　　　 

 

≪区画線整備状況≫ 
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≪視線誘導標整備状況≫ 
 
 

 
 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

≪グリーンベルト整備状況≫ 

 

 

 

≪防護柵整備状況≫ 
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（３）交通安全施設等の整備事業の推進 

 

①　交通安全施設等の整備 

道路の構造、交通の状況等に応じて、道路標識や道路標示の高輝度化等

により歩行者等の安全を確保するために、道路管理者等と連携を図り、交

通安全施設の整備を推進します。 

②　信号機の設置及び改良の促進 

自治会等から寄せられる信号機の設置要望や交通量、交通事故発生状況

等の交通環境を総合的に勘案して、必要性、緊急性の高い箇所への信号機

設置を所轄の警察署を通じ、千葉県公安委員会へ要望するとともに、既存

の信号機についても、交通環境の変化に応じた信号機の改良及び移転・　

撤去を要望します。 
③　交差点・カーブ対策の推進 

交通事故発生の危険性がある交差点・カーブ区間に対して区画線、路面

標示、視線誘導標、道路照明灯等の整備を推進し、また、信号機のない交

差点においてはドット線、交差点クロスマークの設置等による交差点存在

の明確化、カーブ地点においては区画線等により線形の明確化に努めます。 
④　夜間事故防止対策の推進 

夜間における視認性を高めるため、交差点や道路のカーブに道路照明灯

や視認性に優れた高輝度道路標識等の整備を推進します。 
 

（４）効果的な交通規制の促進 

主に通過交通の多い幹線道路においては、円滑化に重点を置いた交通規制

を促進し、歩行者等の安全な通行を確保すべき生活道路等においては、低速

度規制や通過交通を抑制するための交通規制を促進するなど、地域の特性に

応じた交通安全対策を推進します。 
 

（５）自転車利用環境の整備 

自転車利用者及び歩行者等の安全を確保するため、自転車と歩行者の分離

を図るための交通規制を促進します。 
また、道路管理者等と連携し、安全で快適な自転車利用環境の整備を図る

とともに、放置自転車は円滑な交通が妨げられ、交通事故を誘発する一因と

なるだけではなく、消防・救急活動に支障をきたすため、自転車利用者に対

し、正しい駐輪方法等についての啓発に努めます。 
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（６）災害に備えた道路交通環境の整備 

 

①　災害に備えた道路の整備 

道路は、都市間相互を連絡し、生活や経済活動等あらゆる社会活動を支

える重要な施設であり、災害時においても、救援救護活動、緊急物資の輸

送等の重要な役割も担っていることから、緊急車両の通行の安全確保に努

めます。 

②　災害に強い交通安全施設等の整備 

災害が発生した際の道路における混乱を最小限に抑えるため、信号機電

源付加装置など、災害を想定した交通安全施設等の整備を促進します。 

③　災害発生時における交通規制 

災害発生時は、道路利用者の安全確保を図るとともに、災害応急対策を

円滑に行うため、「香取市地域防災計画」に基づき迅速かつ的確な交通規制

が実施されるよう対処します。 

④　災害発生時における情報提供の充実 

災害発生時において、道路の被災状況や道路交通状況を迅速かつ的確に

収集・分析し、SNS・ホームページ等で情報提供に努めます。 
また、通行可能な道路網を把握して災害対策路線の確保に向けた情報の

収集・提供に努めます。 
 

（７）違法駐車対策の推進 

違法駐車の排除及び保管場所の確保のため、関係機関・団体、地域住民等

と密接な連携を図りながら、悪質性・危険性・迷惑性に関する広報啓発活動

を積極的に展開し、秩序ある駐車を推進します。 
 

（８）交通安全に寄与する道路交通環境の整備等 

 

①　道路の使用及び占用の適正化等 

ア　道路の使用及び占用の適正化 

工作物の設置、工事等のための道路の使用及び占用の許可にあたって

は、管内警察署と協議の上、道路の構造を保全し、安全かつ円滑な道路

交通を確保するために適正な運用を行うとともに、許可条件の履行、占

用物件等の維持管理について指導します。 
イ　不法占用物件の排除等 

道路交通に支障を与える不法占用物件等については、実態調査、指導　

対応を行い、その是正を実施します。 
ウ　道路の掘り返しの抑制等 

道路の掘り返しを伴う占用工事については、無秩序な掘り返しと工事
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に伴う事故・渋滞を防止するため、施工時期や施工方法を調整します。 
エ　大規模事業等への先行対策の推進 

都市計画、開発事業、大規模小売店舗等の建設に際し、地域全体の交

通情勢を勘案した上で、計画の段階から、駐車場の確保、周辺交通に与

える影響の軽減等について交通管理上必要な指導・提言を積極的に行い

ます。 
②　休憩施設等の利用促進 

夜間運転や過労運転などによる事故防止や近年の高齢運転者等の増加

に対応して、「道の駅」などの休憩施設等の利用促進を図ります。 
③　こどもの遊び場の確保 

路上における遊びや運動による事故防止のため、子どもの遊び場を確保

します。 

④　道路法に基づく通行の禁止又は制限 

災害等により、道路の破損・冠水又は交通が危険な状況において、道路

の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため､道路法に基づき、迅速か

つ的確に通行の禁止又は制限を行います。 
 

【第５の柱】道路交通秩序の維持 

交通ルール無視による事故を防止するためには、交通指導取締り、交通事件

捜査、暴走族の取締り等を通じ、道路交通秩序の維持を図る必要があります。 
このため、交通事故実態等を的確に分析し、飲酒運転や著しい速度超過等悪

質・危険・迷惑性の高い違反に重点を置いた交通指導取締りを促進します。 
さらに、暴走族等の対策を強力に推進するため、関係機関・団体・地域が一

体となって、暴走行為をさせない環境づくりに努めます。 
 

（１）交通指導取締りの促進等 

無免許運転、飲酒運転、妨害運転や著しい速度超過等、悪質・危険・迷惑

性の高い違反に重点を置いた交通指導取締りを警察署に要請し、市民に安心

感を与えられる環境づくりを推進します。 
 

（２）飲酒運転等危険運転の根絶対策 

飲酒運転に対しては、重大な交通事故に直結する要因となっていることか

ら、重点的かつ効果的な取締りを警察署に要請し、さらに、飲酒運転を助長

する車両提供罪、酒類提供罪及び同乗罪のいわゆる周辺者三罪についても、

広報等で周知徹底を図ります。 
また、『あおり運転』や『ながら運転』等の危険運転についても、あらゆる

機会を通じ周知徹底を図るとともに、交通事故が発生してしまった際には、

市管理防犯カメラの画像を関係機関に提供するなど、警察署と連携し根絶促

進を図ります。 
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（３）暴走族追放対策の推進 

暴走族の追放を図るためには、社会的に容認されない行為であることを自

ら理解する必要があることから、警察の取締りの強化に加え、各家庭、学校

等における幼少期からの指導の充実が不可欠となります。 
さらに、交通安全運動等のあらゆる機会に広報啓発し、地域における暴走

族追放の気運を高めるための環境づくりに努めます。 
 
【第６の柱】救助・救急活動の充実 

交通事故による負傷者の救命を図り、また、被害を最小限にとどめるため、

道路上の交通事故に即応できるよう、救急医療機関、消防機関等の関係機関に

よる緊密な連携・協力を確保し、救助・救急体制及び救急医療体制の充実に努

めます。 
特に、負傷者の救命率・救命効果の一層の向上を図る観点から救急現場又は

搬送途上において、医師、看護師、救急救命士、救急隊員等による一刻も早い

救急医療、応急処置等を実施するための体制整備を図るほか、事故現場からの

緊急通報体制の整備やバイスタンダー（※）による応急手当の普及等を推進しま

す。 
 

（１）救助・救急体制の整備 

 

①　救助・救急体制の整備・拡充 

交通事故による負傷者を迅速に救助・救護するため、救急医療機関、消

防機関等相互の緊密な連携・協力を確保し、救助・救急医療体制の充実を

図ります。 
②　市民に対する心肺蘇生法等の応急手当の普及啓発活動の推進 

交通事故による負傷者の救命を図り、また、被害を最小限にとどめるた

めには、現場におけるバイスタンダー（※）による応急手当が適切に行われ

ることが重要となってきます。 
このため、消防機関等において実施される、地域住民を対象とした応急

手当等の知識や実技の普及を図る講習会の開催を推進します。 
また、心肺蘇生法やＡＥＤ（※）（自動体外式除細動器）の操作方法を中心

に広報啓発活動を積極的に行い、救急法の普及を図ります。 
③　ドクターヘリ・ドクターカー（※）事業の活用推進 

交通事故で負傷した傷病者の救命率の向上や後遺症を軽減させるため、

医師が同乗し、救命医療を行いながら搬送できるドクターヘリ・ドクター

カーの活用を推進します。 
 

（２）救急関係機関の協力関係の確保等 
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救急医療施設への迅速かつ円滑な収容を確保するため、救急医療機関、消

防機関等の関係機関における緊密な連携・協力関係の確保を推進するととも

に、救急医療機関の受け入れ、連絡体制の明確化を図ります。 
 
 

～　注釈　P37・38本文中（※）印が付された用語について　～ 

『バイスタンダー』 

　　　　　心停止などの救急の現場に居合わせた人・発見した人を指し、負傷者の出血に

対する圧迫止血、呼吸状態の悪い負傷者への気道の確保等の応急手当をすること

を想定。 

　　『ＡＥＤ』 

　　　　　自動体外式除細動器。 

電気ショックを与えて、正常な機能に回復させる装置。 

　　『ドクターヘリ』 

　　　　　医療機器を装備したヘリコプター。医師等が同乗し救急現場から医療機関に搬

送する間、救命医療を行うことができる専用ヘリコプター。 

『ドクターカー』 

　　　　医療機器を装備した緊急車両で救急車とドッキングして救命処置を開始、救急

車に同乗して病院まで救命処置を施す医療専用チーム。 
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【第７の柱】被害者支援の推進 

交通事故被害者等は、交通事故により肉体的、精神的及び経済的に大きな打

撃を受け、かけがえのない生命を絶たれる等、想像だにしない体験をされてお

ります。また、それに係る知識も少なくないことから、交通事故被害者等を支

援するため、その心情に配慮した交通事故相談等の対策を推進します。 
 

（１）交通事故被害者支援の充実強化 

交通事故による被害者、その家族や遺族の精神的負担や社会的、経済的負

担に適切に対応するため、専任の相談員や顧問弁護士を配置した『交通事故

相談所』を設け、被害者等の心情に配慮したきめ細かい相談業務を実施する

とともに、『千葉犯罪被害者支援センター』をはじめとした各種相談機関等と

の横の連携を密にして、相談体制の充実強化に努めます。 
 

（２）交通遺児への援助 

交通事故被害者を救済するため、交通事故により保護者等を失った小中学

校の児童生徒に対し、交通遺児手当の支給や激励品を贈り、その将来を励ま

し、健全な育成を支援します。 
 
【第８の柱】交通事故調査・分析の充実 

交通事故が発生した状況について、道路環境面等、様々な角度からの情報収

集に努め、事故原因を分析し、効果的な事故防止対策を推進します。 
 

（１）交通事故多発箇所の共同現地診断 

交通事故が多発している箇所、若しくは今後発生が懸念される箇所を選定

し、関係機関等と共同して現地診断を実施、事故原因の効果的な改善策の検

討、速やかな交通事故防止対策の実施を図ります。 
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第２章　踏切道における交通の安全 

 

１．踏切事故のない社会を目指して 

　踏切事故は、長期的には減少傾向にありますが、改良すべき踏切

道が今もなお残されており、引き続き踏切事故防止対策を推進する

ことにより、踏切事故のない社会を目指します。 

 

 

 

　 

 

２．踏切道における交通安全についての目標 

本計画期間(令和８年から 12年度)中、踏切事故件数ゼロを目指

します。 

 

 

 

　 

３．踏切道における交通安全の対策 

　　 

　　　（視点） 

　　　　それぞれの踏切の状況等を勘案した効果的対策の促進 

　　　　 

 

 

 

　　　（３つの柱） 

（１）踏切道の構造の改良の促進 

（２）踏切保安設備の整備 

（３）その他踏切道の交通の安全と円滑化を図るための措置 
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第１節　踏切道における交通安全の目標等 

 
１　踏切事故のすう勢等 

踏切事故は、全国的に減少傾向にあり、千葉県内における踏切事故について

は、近年は３件前後でほぼ横ばいに推移しています。 
また、本市においての事故発生件数は、令和７年は２件でした。 

 
２　交通安全計画における目標 

 

本計画期間　(令和８年から１２年度)中、踏切事故件数ゼロを目指します。 

 

踏切道における交通の安全と円滑化を図るため、市民の理解と協力のもと、

第２節に掲げる諸施策を総合的かつ積極的に推進することにより、踏切事故件

数ゼロを目指します。 
 
第２節　踏切道における交通安全の対策 

 

１　今後の踏切道における交通安全対策の方向 

踏切事故は、ひとたび発生すると多数の死傷者が生ずる等、重大な結果をも

たらします。そのため、構造の改良、踏切保安設備の整備等の対策を実施すべ

き踏切道が今なお残されている現状にあることから、それぞれの踏切の状況等

を勘案し、より効果的な対策を総合的に推進します。 
 
２　踏切道における交通安全の施策 

 

【第１の柱】踏切道の構造の改良の促進 

踏切道内において、歩行者と自動車等が錯綜することがないよう歩行者滞留

を考慮した拡幅など、事故防止効果の高い構造への改良を関係機関等と協議し

ます。 

 

【第２の柱】踏切保安設備の整備 

踏切道の利用状況、幅員等を勘案し、踏切遮断機の整備を関係機関等と協議

します。 
 

【第３の柱】その他踏切道の交通の安全と円滑化を図るための措置 

自動車運転者や歩行者等の踏切通行者に対し、交通安全意識の向上及び踏切

支障時における非常押しボタンの操作等の緊急措置の周知徹底を図るため、踏

切事故防止キャンペーンにおいて、市、警察及び関係機関が連携して広報啓発

に努めます。

 



- 42 - 

資料１　用語集 

 
 名　　　称 意　　　　　　　　　　　味

 交通事故 道路交通法第２条第１項に規定されている道路において、車両、路

面電車および列車（軌道車）の交通によって起こされた、人の死亡

または負傷を伴った事故および物的損害を伴った事故をいう。ただ

し、本書においては、人身事故のみを計上。

 人身事故 交通事故により人の死傷があったものをいう。 

死亡者…交通事故発生から 24 時間以内に死亡した場合をいう。 

死傷者…死亡と負傷を合計したものをいう。 

重傷者…交通事故により加療日数が 30 日以上の負傷をいう。 

軽傷者…交通事故により加療日数が 30 日未満の負傷をいう。 

負傷者…重傷と軽傷を合計したものをいう。

 当事者 交通事故に関係した者をいうが、車両等が関係した事故の運転者に

ついては、運転中の車両等を当事者としている。ただし、ひき逃げ

等のため当事者が不明な場合を除く。

 第１当事者 過失（違反）がより重いかまたは過失（違反）が同程度の場合にあ

っては、被害がより小さい方の当事者をいう。

 第２当事者 過失（違反）がより重いかまたは過失（違反）が同程度の場合にあ

っては、被害がより大きい方の当事者をいう。

 対象外当事者 ひき逃げ等のため当事者が不明な場合をいう。

 歩行者の事故 歩行中の人のほか、路側に立っていた人、路上作業、路上遊戯中等

の人が関係した交通事故をいう。

 子どもの事故 乳幼児・小学生・中学生をいう。

 若者の事故 中学卒業後から 25歳未満までの年齢層の人が関係した交通事故を

いう。

 高齢者の事故 年齢 65歳以上の人が関係した交通事故をいう。

 事故類型 事故をまず当事者の種類（人または車両）によって類型化し、次い

で当事者の事故時の行動（動き、位置、衝突物等）によってさらに

細かく類型化したものをいう。

 運転免許自主返納 運転免許の申請取消しのことをいう。 

運転免許所有者が、自らの意思で運転免許を返納することをいう。

 運転免許経歴証明書 

 

 

 

 

過去の運転経歴を証明するもの。有効期間内に運転免許を返納し、

その日から５年以内であれば、発行の申請ができる。原則、身分証

明書として用いることができる。 

運転経歴証明書には有効期限はなく、永年有効である。 
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 交通安全対策基本法 

 

 

交通安全に関し、国・地方公共団体、および車の使用者、運転者、

製造者などの負うべき責任を規定した法律（1970 年）。さらに交通

安全計画の策定や、交通安全対策会議（中央、都道府県、市町村）

を置いて必要な組織を整備し、公費による財政援助を図ると規定。

 香取市通学路交通安

全プログラム 

香取市通学路交通安全プログラムは、関係機関と連携のうえ合同点

検を実施し、通学路の安全確保に向けた取組みを効果的に行うため

に策定したもの。今後も継続して取組みを実施。

 ゾーン３０プラス 歩行者や自転車の通行が優先される生活道路における安全対策の一

つ。自動車の最高速度を時速 30キロメートルに設定する交通規制

と、速度抑制・通過交通抑制を図るためのハンプ（路面凸部）・狭

さく（車道幅員縮小）等の物理的デバイスを効果的に組み合わせて

実施する取組。

 ちばサイクルール 内閣府で制定した「自転車安全利用五規則」に自転車条例の内容を

盛り込んだ本県独自の自転車安全利用ルール。 
【自転車に乗る前のルール】 
①自転車保険に入ろう②点検整備をしよう③反射器材をつけよう 
④ヘルメットをかぶろう⑤飲酒運転はやめよう 
【自転車に乗る時のルール】 
①車道の左側を走ろう②歩いている人を優先しよう③ながら運転は 
やめよう④交差点では安全確認しよう⑤夕方からライトをつけよう

 ゼブラ・ストップ活

動

運転者に対して横断歩道における歩行者の優先義務を周知徹底させ

ることにより、横断歩道上の歩行者の保護を強化することを目的と

する。横断歩道の和製英語であるゼブラゾーンの「ゼブラ」にかけて

下記の項目をドライバーに意識させるものである。 
①ゼ「前方」：前をよく見て安全運転、横断歩道を発見したら、その

周りに歩行者がいないか十分に注意する。 
②ブ「ブレーキ」：横断歩道の手前では、「ブレーキ」操作で安全確認

し、渡ろうとする歩行者がいる場合は横断歩道の手前で停まれる速

度で進む。 
③ラ「ライト」：３（サン）ライト運動で道路横断中の交通事故防止。 
④ストップ：横断する歩行者がいたら、必ず一時停止で交通事故を

ストップ。
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 ３（サン）・ライト運

動

夕暮れ時から夜間にかけて多発している歩行者の道路横断中の事故

抑止を重点とし、３つのライトを推進し、交通事故を抑止する運動。

①ライト（前照灯）：薄暗くなってきたら早めのライト点灯と、下向

き・上向きの小まめな切り替えを心がける。 
②ライト・アップ（目立つ）：歩行者　自転車は、反射材、LED ライ

トの活用や明るい色の服装で自分を目立たせる。 
③ライト（右）：運転者は右からの横断者にも注意。

 ハンドルキーパー運

動

飲酒した人にハンドルを握らせないため、自動車で飲食店に行く時

はお酒を飲まない人を決め、その人が自動車の運転をして、仲間を

送り届ける運動のこと。

 ハンプ・交差点ハン

プ

通過する自動車のスピードを抑えるために、道路の車道部分を盛り

上げて舗装した部分のこと。「hump」は「こぶ、起伏、土地の隆起」

の意味であり、路上の横断方向に幅 3～5ｍ、高さ 10～15 ㎝程度の

出っ張りを付けることで、運転者にスピードの低下を促す。 
交差点全体の路面を盛り上げて、侵入を抑制し、また走行速度を低

減させる施設を「交差点ハンプ」という。

 衝突被害軽減ブレー

キ

衝突を察知し、車が自動的にブレーキを操作し、衝突前に減速ある

いは停止させる先進的なブレーキ装置。

 サポカー・サポカー

Ｓ

安全運転サポート車の愛称。サポカーは、衝突被害軽減ブレーキ搭

載車。サポカーＳは、衝突被害軽減ブレーキに加え、ペダル踏み間違

い急発進抑制装置を搭載。

 シルバーリーダー 高齢者の交通事故防止のために地域において主導的な役割を担う交

通安全リーダーのこと。県ではシルバーリーダーに対し研修を行う

とともに、交通安全に係る情報を提供している。

 幼児交通安全クラブ 

 

昭和４９年、県内各所に設置された「ベコちゃんクラブ」が前身。

原則として、３歳から入学前児童までの幼児と母親の双方を参加さ

せる集合訓練が中心である。香取市では、20園ある幼稚園・保育園

（所）及びこども園の年長児を中心に活動している。

 香取市地域防災計画 香取市の地域に係る災害対策を実施するにあたり、防災関係機関が

その全機能を発揮して、市民の生命、身体及び財産を災害から保護

するための必要な事項を定めたもの。東日本大震災時の教訓、千葉

県地域防災計画の修正等を踏まえ、令和３年３月に修正。

 道路標示 路面に描かれた道路鋲・ペイント・石等による線・記号又は文字の

こと。①特定の交通方法を禁止又は指定する（駐車を禁止する標示

等）規制表示と②特定の交通方法ができることや道路交通上決めら

れた場所などを指示する（停止位置を示す標示等）指示標識があ

る。
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 道路標識 道路の傍らに設置され、利用者に必要な情報を提供する表示板。①

地名や交差点での行き先などを示す案内標識、②危険箇所等への注

意喚起を行う警戒標識、③行動を禁止・制限する規制標識、④許可

や命令、横断歩道など道路上の施設を示す指示標識に区分される。

 高輝度道路標識 輝度とは、ある点から発せられている光源のまぶしさを示す光の強

さ。高輝度道路標識とは、夜間に点滅・発光するなど視認性を向上

させた標識。

 高視認性区画線 走行中踏むと音がする凸凹のあるラインなど路面標示の視認性を向

上させる。

 高視認性ポストコー

ン

超高反射塗装等することにより視認性を高くしたポスト形状のコー

ン（円錐）。

 視線誘導標 車道の側方に沿って道路線形等を明示し、運転者の視線誘導を行う

施設。デリネーターやカーブプレートなど。

 グリーンベルト 歩道が設けられていない道路の路側帯に緑色のカラー舗装を施した

エリア。歩行者の安全を守ることを目的とし、主に通学路や生活道

路に導入されている。

 ドット線 信号のない交差点で、車道外側線等を破線（ドット線）で延長し、

車両の通行部分を明示する路面標示。

 交差点クロスマーク その場所が交差点であることを知らせる十の字をした標識のこと。

センターラインのない見通しの悪い住宅地などでの出合い頭の事故

や飛び出しなどを防ぐための交通安全表示。

 歩車道分離型信号機 交差点において車両と歩行者が交錯することがなくなる、または少

なくなるよう制御された信号機。

 バリアフリー対応型

信号機

音響により信号表示の状況を知らせたり、押ボタン等の操作により

歩行者用信号の青の時間を延長したりすることのできる機能を有す

る信号機。

 救急搬送支援システム 

（Ｍ－ＭＯＣＳ）

救急車が緊急走行する際、信号機制御で（青に変わる）交差点を優

先的に通過させる「現場急行支援システム」と、救急走行時の通過

地点を医療機関に伝える「車両通行管理システム」を統合したシス

テム。

 救急医療 一次救急…帰宅可能な軽症患者に対し行う救急医療。 

二次救急…救急患者に手術や入院治療も含め、それらに対応する医

療。「病院群輪番制」により実施している。 

三次救急…一次救急、二次救急では対応できない重症・重篤患者に

対して行う救急医療。

 スケアード・ストレ

イト

「恐怖を直視する」という意味。スタントマンによる事故再現を目

前に、恐怖を実感することで、危険行為を未然に防ぐ教育方法。
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資料２　道路標識 

規制標識 

 ＴＳマーク 自転車安全整備店の自転車安全整備士が点検整備し、道路交通法に

規定する普通自転車であることを確認して貼付するマーク。傷害保

険及び賠償責任保険が附帯されている。※ＴＳ：Traffic　Safety

 自転車運転者講習制

度

対象となる 14の危険行為を３年以内に２回以上繰り返した自転車

運転者に対する講習制度。14 歳以上が対象。

 道路使用 道路は、人や車が通行する目的で作られたものであり、本来の目的

以外の道路使用は、交通の妨害となり、危険があるため一般的に禁

止されているが、道路工事や祭礼等のように社会的な価値を有する

ものについて、その禁止が解除される行為。警察署長の許可が必

要。

 道路占用 道路上や上空、地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用す

ること。例として、電気・電話・ガス・上下水道や、道路の上空の

看板などが挙げられる。道路管理者の許可が必要。

 都市計画道路 都市計画法に基づいて決定された都市の骨格となる道路。住宅地と

交通機関、公園をつなぐなど、市町村道から国道までが対象とな

る。

 踏切保安設備 踏切道における事故の防止と交通の円滑化を図るために設置される

踏切警報機や遮断機の整備。

 オーバーハング型 

警報装置

踏切の上方に警報機を取り付けることにより踏切の存在を目立た

せ、遠くからでも認識できる。

 千葉犯罪被害者支援

センター

犯罪被害者及びその家族　遺族に対して、カウンセリング等を行

い、被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援するこ

とを目的とし活動する団体。

 通行止め 車両通行止め 車両進入禁止
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 駐停車禁止 転回禁止 追越し禁止

 最高速度 指定方向外進行禁止 一方通行

 進行方向別通行区分 
 

特定の種類の車両の通行区分 時間制限駐車区間

 原動機付自転車の右折方法

（二段階）

自転車及び歩行者専用 歩行者専用
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 重量制限

 

高さ制限 最大幅

 徐行 一時停止 歩行者通行止め

 歩行者横断禁止 ゾーン３０
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警戒標識 
 交差点あり 屈曲あり 踏切あり

 学校　幼稚園　保育所等あ

り

信号機あり 滑りやすい

 幅員減少 合流交通あり 急勾配あり

 横風注意 落石のおそれ 路面凹凸あり
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　資料３　香取市交通安全条例 

平成 18 年３月 27 日条例第 141 号 

 
（目的） 

第１条　この条例は、本市における交通安全の確保に関する基本理念、施策等を

定めることにより、市民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とす

る。 

（基本理念） 

第２条　交通安全の確保は、市民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在

及び将来にわたって維持されなければならない。 

（市長の責務） 

第３条　市長は、市民の交通安全意識の高揚及び交通安全を確保するため、啓発

活動及び道路交通環境整備等の総合的な交通安全施策の実施に努めるものとす

る。 

２　前項の施策の実施に当たっては、国、他の地方公共団体その他の機関及び団

体（以下「関係機関等」という。）と緊密な連携を図るものとする。 

（市民の責務） 

第４条　市民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、

市長及び関係機関等が実施する交通安全施策に協力しなければならない。 

（良好な道路交通環境の保持） 

第５条　市長は、交通安全を確保するため、交通安全施設の整備等により良好な

道路交通環境を確保するように努めるものとする。 

２　市長は、良好な道路交通環境を確保するために必要があると認めるときは、

関係機関等に対し、必要な措置を講ずるように要請するものとする。 
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（交通安全教育の推進） 

第６条　市長は、市民の交通安全意識の向上を図るため、年齢、地域等の実状に

応じた交通安全教育活動を実施するものとする。 

（交通指導員の設置） 

第７条　市長は、幼児、児童、生徒及び高齢者等の交通安全を確保するため、交

通指導員を設置するものとする。 

（交通安全対策会議の設置） 

第８条　市長は、交通安全施策に関する総合的な基本方針を協議し、施策を効果

的に推進するため、香取市交通安全対策会議を設置するものとする。 

（団体への支援） 

第９条　市長は、地域において交通安全の施策等を推進する団体に対し、必要な

支援を行うことができる。 

（広報の実施及び情報の提供） 

第 10 条　市長は、市民に対し、交通安全に関する広報活動を積極的に行うほか、

広く交通安全に関する情報を提供する。 

（委任） 

第 11 条　この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

　　　附　則 

この条例は、平成 18 年３月 27 日から施行する。 

 　　　附　則（平成 21 年９月 29 日条例第 26 号） 

この条例は、平成 21 年 10 月１日から施行する。 
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資料４　香取市交通安全対策会議運営要領 

 

　（趣旨） 

第１条　この要領は、香取市交通安全条例第８条に規定する交通安全対策会議

（以下「対策会議」という。）の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

　（組織） 

第２条　対策会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２　会長は、香取市長をもって充てる。 

３　委員は、15 人以内とし、次に掲げる職にある者をもって充てる。 

（１）総務部長 

（２）総合政策部長 

（３）福祉健康部長 

（４）生活経済部長 

（５）建設水道部長 

（６）教育委員会教育次長 

（７）香取土木事務所長 

（８）香取広域市町村圏事務組合消防長 

（９）東日本旅客鉄道株式会社佐原駅長 

（10）千葉県香取警察署長 

（11）前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認めた団体の長 

　（会議） 

第３条　対策会議は、第５条に規定する幹事会から提出された議案をもとに会長

が招集し、その議長となる。 

 

 



- 53 - 

 (会議録の記載 ) 

第４条　対策会議に関する次の事項は、会議録に記載しなければな

らない。  

(１ )　開催の年月、日時及び場所  

(２ )　出席委員及び欠席委員の氏名  

(３ )　会議に付した事案  

(４ )　議事の概要  

(５ )　その他必要な事項  

（幹事会） 

第５条　対策会議に、幹事会を置く。 

２　幹事会は、対策会議の議案に関する資料の収集及び調査研究し、対策会

議に報告する。 

３　幹事会の幹事は、会長が指名する３０名以内の職員をもって充てる。 

４　幹事会に、幹事長を置き、環境安全課長をもって充てる。 

　（会議結果の報告） 

第６条　会議の結果については、幹事会は対策会議に、報告するものとする。　　　　

ただし、緊急又は軽易な事項については、対策会議の会長に報告すれば足りる

ものとする。 

　（庶務） 

第７条　対策会議の庶務は、交通安全担当課において処理する。 

　（その他） 

第８条　この要領に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 

附　則 

この要領は、平成 21 年 10 月１日から施行する。 

附　則 

この要領は、平成 24 年 4 月１日から施行する。 
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附　則 

この要領は、平成 25 年 4 月１日から施行する。 

附　則 

この要領は、平成 26 年 4 月１日から施行する。 

附　則 

この要領は、令和 3年 1月１日から施行する。 

附　則 

この要領は、令和 5年 4月１日から施行する。 

附　則 

この要領は、令和 7年 4月１日から施行する。 
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- 56 - 

　　香取市交通安全対策会議幹事会幹事一覧表 

  
役　　　職 氏　　　名

 

幹事長 環 境 安 全 課 長 髙 木 康 弘

 

幹　事 総 務 課 長 大 﨑 悦 正

 

幹　事 企 画 政 策 課 長 坂 本 正 紀

 

幹　事 社 会 福 祉 課 長 角 田 利 信

 

幹　事 高 齢 者 福 祉 課 長 木 内 智 子

 

幹　事 土 木 課 長 香 取 　 光

 

幹　事 都 市 整 備 課 長 髙 安 孝 一

 

幹　事 学 校 教 育 課 長 高 橋 　 進

 

幹　事 子 育 て 支 援 課 長 小 沼 利 之

 

幹　事
香取広域市町村圏事務組合 
消 防 本 部 警 防 課 長

鈴 木 篤 典

 

幹　事
香 取 警 察 署 
交 通 課 長

灰 原 良 樹

 

幹　事
香 取 土 木 事 務 所 
維 持 課 長

品 田 孝 一

 

幹　事
東日本旅客鉄道株式会社 
佐 原 駅 副 長

増 倉 将 雄


